
　

国
民
健
康
保
険
料
や
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
に
は
、
国
が
定
め
る
法

定
軽
減
と
、
自
治
体
が
定
め
る
申
請

減
免
が
あ
り
ま
す
。

　

法
定
軽
減
は
、
世
帯
主
と
20
歳
以

上
の
加
入
者
全
員
が
所
得
の
申
告
を

　

ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
侵
攻

は
、
ロ
シ
ア
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
２
国
間
の

問
題
だ
け
で
な
く
、
核
兵
器
使
用
の
危
険

が
高
ま
っ
て
い
る
と
い
う
、
人
類
の
死
活

に
か
か
わ
る
緊
急
事
態
で
す
。

　

こ
う
し
た
中
で
開
催
さ
れ
た
今
年
の
原

水
爆
禁
止
世
界
大
会
で
は
、
核
保
有
国
と

非
核
保
有
国
の
そ
れ
ぞ
れ
の
国
か
ら
代
表

が
集
ま
り
、
こ
の
危
機
を
ど
う
乗
り
越
え

る
の
か
と
い
う
討
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
討
議
の
中
で
、
繰
り
返
し
強
調
さ

れ
た
の
は
、
「
核
抑
止
力
論
」
は
す
で
に

破
綻
し
、
核
兵
器
廃
絶
で
な
け
れ
ば
平
和

は
実
現
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

「
核
抑
止
力
論
」
は
、
核
兵
器
を
保
有

す
れ
ば
平
和
の
均
衡
を
保
て
る
と
い
う
立

場
で
あ
り
、
い
ざ
と
い
う
時
は
核
兵
器
を

「
使
用
す
る
」
の
で
あ
っ
て
、
広
島
・
長

崎
の
悲
劇
を
繰
り
返
す
こ
と
を
た
め
ら
わ

な
い
と
い
う
非
人
道
的
な
立
場
で
す
。
世

界
唯
一
の
戦
争
被
爆
国
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
日
本
政
府
が
「
核
抑
止
力
論
」

の
立
場
に
立
ち
続
け
る
こ
と
は
、
被
爆
者

と
国
民
の
願
い
に
逆
行
す
る
も
の
で
す
。

日
本
政
府
は
１
日
も
早
く
、
こ
の
立
場
を

見
直
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

核
兵
器
禁
止
条
約
の
批
准
を

　

核
兵
器
禁
止
条
約
は
、
国
連
加
盟
国
の

半
数
に
迫
る
状
況
で
す
（
囲
み
１
）
。

　

条
約
の
６
条
と
７
条
に
基
づ
く
核
兵
器

に
よ
る
被
害
者
の
支
援
や
、
環
境
修
復
を

は
か
る
非
公
式
の
作
業
部
会
が
、
国
際
的

な
支
援
基
金
の
創
設
に
向
け
て
活
動
を
始

め
て
い
ま
す
。

　

日
本
政
府
と
し
て
署
名
や
批
准
を
直
ち

に
行
う
べ
き
で
す
が
、
少
な
く
と
も
こ
う

し
た
支
援
へ
の
協
力
を
行
う
べ
き
で
す
。

い
ま
、
私
た
ち
は
何
が
で
き
る
か

そ
の
負
担  

減
ら
せ
ま
す

そ
の
負
担  

減
ら
せ
ま
す

「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」を
ご
存
知
で
す
か
？

「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」を
ご
存
知
で
す
か
？

高
す
ぎ
る
医
療
保
険
料
や
医
療
費

平
和
と
核
兵
器
廃
絶

　

そ
の
た
め
に
も
、
今
年
11
月
27
日
に
ニ

ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
開
催
さ
れ
る
第
２
回
締
約

国
会
議
に
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
で
も
、

参
加
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
す
。

人
類
の
滅
亡
ま
で
９
０
秒

　

世
界
大
会
に
参
加
を
し
た
各
国
の
代
表

か
ら
、
「
世
界
終
末
時
計
は
、
あ
と
90
秒
」

（
囲
み
２
）
と
の
発
言
が
た
び
た
び
、
行

わ
れ
ま
し
た
。
今
、
世
界
中
の
平
和
を
求

め
る
市
民
が
「
人
類
の
滅
亡
を
阻
止
し
よ

う
」
と
つ
な
が
り
始
め
て
い
ま
す
。
日
本

共
産
党
は
、
こ
う
し
た
世
界
規
模
の
市
民

運
動
と
も
連
帯
し
な
が
ら
、
核
兵
器
廃
絶

に
力
を
尽
く
し
ま
す
。

核兵器禁止条約
条約採択・賛成国
１２２カ国

（2017年７月７日）

署名国　９２カ国
批准国　６８カ国
（2023年１月９日）

し
て
い
な
い
と
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

無
収
入
・
少
収
入
の
人
や
遺
族
・
障

害
年
金
の
み
を
受
給
し
て
い
る
人
な

ど
、
確
定
申
告
の
義
務
が
な
い
人
で

も
、
市
民
税
課
で
「
税
の
申
告
」
を

毎
年
し
ま
し
ょ
う
（
確
定
申
告
を
し

　

障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
な
く
て
も
、
65

歳
以
上
で
船
橋
市
が
障
害
者
に
準
ず
る
と
認
定
し
た

人
に
、
障
害
者
と
同
様
の
所
得
控
除
が
受
け
ら
れ
る

「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」
が
交
付
さ
れ
ま
す

（
下
表
参
照
）
。
介
護
保
険
の
認
定
資
料
で
判
定
し
、

３
級
か
ら
６
級
の
身
体
障
害
、
軽
度
・
中
度
の
知
的

障
害
者
に
準
ず
る
人
も
対
象
で
す
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
現
役
並
み
所
得
者
を

除
き
、
75
歳
以
上
等
で
一
定
以
上
の
所
得
が
あ
る
人

は
医
療
費
の
窓
口
負
担
割
合
が
１
割
か
ら
２
割
に
な

り
ま
し
た
。
た
だ
し
世
帯
内
の
加
入
者
の
課
税
所
得

が
、
全
員
28
万
円
未
満
な
ら
１
割
で
す
。
所
得
控
除

を
受
け
る
こ
と
で
28
万
円
未
満
に
な
れ
ば
１
割
に
減

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

◎１９５８年１月１日以前生まれの公的年金所得者

は、公的年金所得控除後額から１５万円を引いた

額で軽減判定します。

※給与・年金所得者の数とは：①給与収入が５５万

円超、②６５歳未満で公的年金収入が６０万円超、

③６５歳以上で公的年金収入が１２５万円超、のい

ずれかの条件を満たす人が対象です（例外あり）。

軽減割合 軽減の基準となる所得金額

７割軽減
４３万円＋「１０万円×（世帯主と被保険
者全員のうち、※給与・年金所得者の
数－１）」

５割軽減
４３万円＋「２９万円×被保険者数」＋
「１０万円×（世帯主と被保険者全員のう
ち、※給与・年金所得者の数－１）」

２割軽減
４３万円＋「５３万５千円×被保険者数」
＋「１０万円×（世帯主と被保険者全員
のうち、※給与・年金所得者の数－１）」

世界終末時計とは：米国の原子力
科学者会報が定期的に発表してい
る、核戦争などによる人類の絶滅を
「午前０時」になぞらえ、その終末ま
での残り時間。

た
人
は
不
要
で
す
）
。
医
療
費
の
自
己

負
担
限
度
額
や
介
護
保
険
料
な
ど
に

も
影
響
し
ま
す
。

　

法
定
軽
減
は
、
世
帯
主
（
国
保
加

入
者
で
な
い
場
合
を
含
む
）
と
加
入

し
て
い
る
家
族
の
総
所
得
が
、
国
の

定
め
る
基
準
額
以
下
の
世
帯
が
対
象

で
す
。
均
等
割
保
険
料
が
区
分
に
応

じ
て
減
額
さ
れ
ま
す
（
上
表
参
照
）
。

囲
み
１

囲
み
２

※同居以外の扶養親族の場合、本人と同じ控除額になります。

市
の
担
当
：
高
齢
者
福
祉
課 

Ｔ
Ｅ
Ｌ
４
３
６
ー
２
３
５
２

控除区分 所得税 住民税
障害者 27万円 26万円

特別障害者
40万円

同居の扶養親族の
場合は 75万円

30万円
同居の扶養親族の
場合は 53万円
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